
岩見沢市手数料条例の一部を改正する条例の概要  

 

第１  改正の趣旨  

  当市では、建築基準法第９７条の２の規定に基づく建築物の確認等を北海

道建築基準法施行条例と同じ基準で行っている。また、当該確認等に係る手

数料についても、北海道建設部手数料条例に準じて設定している。  

  今回、北海道建設部手数料条例の一部を改正する条例（令和６年北海道条

例第９６号）が令和７年４月１日に施行されることを受け、手数料の改定を

行う。  

 

第２  改正の内容  

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律及び建築基準法の一部

改正により、全ての建築物について省エネ基準適合が義務付けられたこと等

に伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定等に係る手数料を北海

道に準じて改定する。  

 

第３  施行期日  

令和７年４月１日  
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岩見沢市条例第  ８  号  

 

岩見沢市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

令和  ７  年  ３  月２６日  

 

岩見沢市長  松  野    哲    

 

岩見沢市手数料条例の一部を改正する条例  

 

 岩見沢市手数料条例（平成１２年条例第４号）の一部を次のように改正する。  

 

 別表建築物確認等申請手数料の部第１項第４号中「５００平方メートル」を

「３００平方メートル」に改め、「（確認の特例の場合にあっては、４２，０

００円）」を削り、同項第５号中「５００平方メートル」を「３００平方メー

トル」に改め、同項備考第１項第３号中「建築物を移転する場合」を「建築物

を移転し、その大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合」に、「当該移転」

を「当該移転、修繕又は模様替」に改め、同項第４号中「変更して建築物を移

転する場合」を「変更して建築物を移転し、その大規模の修繕又は大規模の模

様替をする場合」に改め、同備考に次の１項を加える。  

３  建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則（平成２８年

国土交通省令第５号）第２条第１項第１号イ又はロに掲げる基準に適合する

かどうかの審査をする場合にあっては一の建築物につき、この項に規定する

金額に第７項に定める金額を加算した金額とする。  

別表建築物確認等申請手数料の部中第１１項を第１５項とし、第７項から第

１０項までを４項ずつ繰り下げ、第６項を第９項とし、同項の次に次の１項を

加える。  

 

 

 



２ 

 

１０  仮使用認定申請手数料  １件につき  １３０，０

００円  

別表建築物確認等申請手数料の部中第５項を第８項とし、第４項を第６項と

し、同項の次に次の１項を加える。  

７  建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第２条第

１項第１号イ又はロに掲げる基準に適合するかどうかの審査をする場

合に加算する金額  

(1) 一戸建ての住宅  

 

１件につき  ７，５００

円  

(2) 共同住宅（長屋等を含む。）  １件につき  ３０，００

０円  

別表建築物確認等申請手数料の部第３項第１号中「１７，０００円」を「２

０，０００円」に改め、同項第２号中「２０，０００円」を「２４，０００円」

に改め、同項第３号中「２７，０００円」を「３２，０００円」に改め、同項

第４号中「５００平方メートル」を「３００平方メートル」に、「３５，００

０円」を「４２，０００円」に改め、「（検査の特例の場合にあっては、３１，

０００円）」を削り、同項第５号中「５００平方メートル」を「３００平方メ

ートル」に、「５７，０００円」を「６８，０００円」に改め、同項備考第１

項中「建築物を移転した場合」を「建築物を移転し、又はその大規模の修繕若

しくは大規模の模様替をした場合」に、「当該移転」を「当該移転、修繕又は

模様替」に改め、同部第３項を同部第４項とし、同項の次に次の１項を加える。  

５  建築設備に関する完了検査申請又は完了通知に係る手数料  

 (1) 次号及び第３号に掲げる場合以外の場合  

 

１件につき  １８，００

０円  

 (2) 岩見沢市の建築主事若しくは建築副主事

の確認を受けていない建築設備の計画に記

載された建築設備又は岩見沢市の建築主事

若しくは建築副主事の確認を受けた建築設

備の計  

１件につき  ２５，００

０円  



３ 

 

 

  画に記載されていない建築設備の場合   

 (3) 建築設備の計画の変更により、岩見沢市

の建築主事又は建築副主事の確認を受けた

建築設備の計画に記載された建築設備を変  

更したことがある当該建築設備の場合（当該

計画の変更について岩見沢市の建築主事又

は建築副主事の確認を受けていない場合に

限る。）  

１件につき  １９，００

０円  

 別表建築物確認等申請手数料の部中第２項を第３項とし、第１項の次に次の

１項を加える。  

２  建築設備に関する確認申請又は計画通知に係る手数料  

(1) 建築設備を設置する場合（次号及び第３号

に掲げる場合を除く。）  

１件につき  １８，００

０円  

(2) 岩見沢市の建築主事又は建築副主事の確

認を受けた建築設備の計画に記載された建

築設備を変更する場合  

１件につき  １２，００

０円  

(3) 指定確認検査機関又は北海道の建築主事

若しくは建築副主事の確認を受けた建築設

備の計画に記載された建築設備（岩見沢市の

建築主事又は建築副主事の確認を受けた建

築設備の計画に記載された建築設備を除

く。）を変更する場合  

１件につき  １９，００

０円  

 別表低炭素建築物等認定申請手数料の部第１項第４号ア (ｱ)中「第１５条第１

項」を「第１４条第１項」に改める。  

 別表建築物エネルギー消費性能向上計画等認定申請手数料の部を次のように

改める。  

建築物エネルギー消費性能向上計画等認定申請手数料  

１  建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料  
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(1) 建築物エネルギー消費性能確保計画１件につき、次に掲げる場合の区  

 分に応じ、それぞれ次に定める金額  

 

 

 

 ア  住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する一の建築物を単位として判  

 定を申請し、又は計画を通知する場合  次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額  

   (ｱ ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ (1)

及びロ (1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合

 次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分（増築又は改築

の場合にあっては当該増築又は改築に係る部分に限り、エネルギー消

費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。以下この項、次項及び

第３項において同じ。）の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額  

    a 床面積の合計が２００平方メートル以

内のもの  

３９，０００円  

 b 床面積の合計が２００平方メートルを

超えるもの  

 ４３，６００円  

   (ｲ ) 基準省令第１条第１項第２号イ ( 1 )及びロ (2 )又は同号イ (2 )及びロ

(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合  次に

掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分

に応じ、それぞれ次に定める金額  

   a 床面積の合計が２００平方メートル以

内のもの  

 ２９，３００円  

  b 床面積の合計が２００平方メートルを

超えるもの  

 ３２，４００円  

 イ  共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又は

計画を通知する場合  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額  

   (ｱ ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ (1)

及びロ (1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合



５ 

 

 次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合計  

 の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

   a 床面積の合計が３００平方メートル以   ７８，３００円  

 内のもの   

  b 床面積の合計が３００平方メートルを      １３０，０００

円  

 超えるもの   

  (ｲ ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ (1)

及びロ (2)又は同号イ (2)及びロ (1)に適合している旨の判定を申請し、

又は計画を通知する場合  次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の

住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

    a 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの  

５８，１００円  

 b 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの  

９７，０００円  

  ウ  住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又は

計画を通知する場合  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額  

 (ｱ ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号イに

適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合  次に掲げ

る当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分（増築又は改築の場合に

あっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項、次項及び

第３項において同じ。）（エネルギー消費性能の算定の対象に該当しな

い部分を除く。 (ｲ)並びに次項ウ (ｱ)及び (ｲ)並びに第３項ウ (ｱ)及び (ｲ)に

おいて同じ。）の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

   a 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの  

２５７，０００円  

b 床面積の合計が３００平方メートルを ３２２，０００円  
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超えるもの  

  (ｲ ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号ロに

適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合  次に掲げ

る当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額  

  a 床面積の合計が３００平方メートル以  ９８，８００円  

 内のもの   

 b 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの  

１２５，０００円  

 (ｳ) (ｱ)及び (ｲ )に掲げる場合以外の場合  次に掲げる当該計画に係る１

棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額  

   a 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの  

１１，０００円  

b 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの  

１８，９００円  

 備考  

１  住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途

に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を

通知する場合は、それぞれの部分につき、ア及びウに規定する金額を合計

した金額とする。  

２  共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有す

る一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合は、そ

れぞれの部分につき、イ及びウに規定する金額を合計した金額とする。  

２  建築物エネルギー消費性能適合性判定変更手数料  

 (1) 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画１件につき、次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

  ア  住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する一の建築物を単位として判

定を申請し、又は計画を通知する場合  次に掲げる場合の区分に応じ、



７ 

 

それぞれ次に定める金額  

   (ｱ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ (1)

及びロ (1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合

 次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積  

 の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

    a 床面積の合計が２００平方メートル以  ２２，５００円  

   内のもの   

    b 床面積の合計が２００平方メートルを

超えるもの  

２４，８００円  

   (ｲ ) 基準省令第１条第１項第２号イ (1)及びロ (2)又は同号イ (2)及びロ

(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合  次に

掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次に定める金額  

    a 床面積の合計が２００平方メートル以

内のもの  

１７，７００円  

  b 床面積の合計が２００平方メートルを

超えるもの  

１９，２００円  

 イ  共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又は

計画を通知する場合  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額  

   (ｱ ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ (1)

及びロ (1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合

 次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合計

の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

   a 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの  

４４，９００円  

 b 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの  

７７，２００円  
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  (ｲ ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ (1)

及びロ (2)又は同号イ (2)及びロ (1)に適合している旨の判定を申請し、  

 又は計画を通知する場合  次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の

住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

   a 床面積の合計が３００平方メートル以  ３４，８００円  

 内のもの   

 b 床面積の合計が３００平方メートルを  ６０，７００円  

  超えるもの   

 ウ  住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又は

計画を通知する場合  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額  

  (ｱ ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号イに

適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合  次に掲げ

る当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額  

    a 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの  

１３４，０００円  

 b 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの  

１７０，０００円  

  (ｲ ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号ロに

適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合  次に掲げ

る当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額  

   a 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの  

５４，９００円  

 b 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの  

７２，２００円  

  (ｳ) (ｱ)及び (ｲ )に掲げる場合以外の場合  次に掲げる当該計画に係る１

棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に
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定める金額  

   a 床面積の合計が３００平方メートル以  １１，０００円  

 内のもの   

 b 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの  

１８，９００円  

 

 

 

 

 

 

備考  

１  住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途  

 に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を  

通知する場合は、それぞれの部分につき、ア及びウに規定する金額を合計

した金額とする。  

２  共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有す

る一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合は、そ

れぞれの部分につき、イ及びウに規定する金額を合計した金額とする。  

３  建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付手数料  

(1) 軽微な変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画１件につき、次に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

 ア  住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する一の建築物を単位として書

面を交付する場合  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める

金額  

   (ｱ ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ (1)

及びロ (1 )に適合している旨の判定を受けていた場合  当該計画に係

る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合計について、前項第１号ア (ｱ)

に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額  

 (ｲ ) 基準省令第１条第１項第２号イ ( 1 )及びロ (2 )又は同号イ (2 )及びロ

(1 )に適合している旨の判定を受けていた場合  当該計画に係る１棟

の建築物の住宅部分の床面積の合計について前項第１号ア (ｲ )に掲げ

る床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額  

イ  共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として書面を交付する場

合  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  
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   (ｱ ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ (1)

及びロ (1)に適合している旨の判定を受けていた場合  当該計画に係  

 る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合計について、前項第１号イ (ｱ)

に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額  

 (ｲ ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号 (1)及

びロ (2)又は同号イ (2)及びロ (1)に適合している旨の判定を受けていた

場合  当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合計につ  

 いて、前項第１号イ (ｲ)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ

当該手数料の金額  

ウ  住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として書面を交付する場

合  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

   

 

 

 

(ｱ ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号イに

適合している旨の判定を受けていた場合  当該計画に係る１棟の建

築物の非住宅部分の床面積の合計について、前項第１号ウ (ｱ)に掲げる

床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額  

 

 

(ｲ ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号ロに

適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合  当該計画

に係る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前項第１

号ウ (ｲ)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金

額  

 (ｳ) (ｱ)及び (ｲ )に掲げる場合以外の場合  当該計画に係る１棟の建築物

の非住宅部分の床面積の合計について、前項第１号ウ (ｳ)に掲げる床面

積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額  

備考  

１  住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途

に供する部分を有する一の建築物を単位として書面を交付する場合は、そ

れぞれの部分につき、ア及びウに規定する金額を合計した金額とする。  

２  共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有す

る一の建築物を単位として書面を交付する場合は、それぞれの部分につ
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き、イ及びウに規定する金額を合計した金額とする。  

４  建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料  

 (1) 一戸建ての住宅又は複合建築物（住宅の戸数が１戸のものに限る。ア、

イ及びウにおいて同じ。）の住宅部分の認定を申請する場合  次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額（評価機関審査を受けた場合

にあっては、７，０００円）  

  ア  イ及びウに掲げる場合以外の場合  次に掲げる当該申請の対象であ  

 る一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額  

   (ｱ ) 床面積の合計が２００平方メートル以

内のもの  

４０，４００円  

  (ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートルを

超えるもの  

４４，９００円  

  イ  基準省令第１０条第２号イ (1)及びロ (2)又は同号イ (2)及びロ (1)に適

合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申

請する場合  次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複

合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める

金額  

  (ｱ ) 床面積の合計が２００平方メートル以

内のもの  

３０，６００円  

 (ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートルを

超えるもの  

３３，７００円  

 ウ  基準省令第１０条第２号イ (2)及びロ (2)に適合している一戸建ての住

宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合  次に掲げる

当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床

面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

  (ｱ ) 床面積の合計が２００平方メートル以

内のもの  

２１，６００円  

 (ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートルを ２３，２００円  
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超えるもの  

 (2) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物（住宅の戸数が１戸

のものを除く。第３号及び第４号において同じ。）の住宅部分の認定を申

請する場合（第３号及び第４号に掲げる場合を除く。）  当該申請に係る  

 １棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定め

る金額にイに定める金額を加えた金額（住戸以外の部分を有さない建築物

又は基準省令第１４条第２項第２号に掲げる住宅にあっては、アに定める

金額）  

  ア  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅

部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

  (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの  ７９，７００円  

（評価機関審査を受けた

場合にあっては、１２，２

００円）  

  (ｲ) 住宅の戸数が５戸以上のもの  １３１，０００円  

（評価機関審査を受 けた

場合にあっては、２４，２

００円）  

  イ  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建

築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額  

   (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの  

７９，７００円  

（評価機関審査を受けた

場合にあっては、１２，２

００円）  

   (ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの  

１３１，０００円  

（評価機関審査を受けた

場合にあっては、２４，２

００円）  
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 (3) 基準省令第１０条第２号イ (1)及びロ (2)又は同号イ (2)及びロ (1)に適合

している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に

係る認定を申請する場合  当該申請に係る１棟の建築物の共同住宅等又

は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を  

 加えた金額（住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金

額）  

  ア  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅  

 部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

   (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの  ５９，４００円  

（評価機関審査を受けた

場合にあっては、１２，２

００円）  

(ｲ ) 住宅の戸数が５戸以上１５戸以内のも

の  

９８，８００円  

（評価機関審査を受けた

場合にあっては、２４，２

００円）  

 イ  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建

築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額  

  (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの  

５９，４００円  

（評価機関審査を受けた

場合にあっては、１２，２

００円）  

 (ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの  

９８，８００円  

（評価機関審査を受けた

場合にあっては、２４，２

００円）  

 (4) 基準省令第１０条第２号イ (2)及びロ (2)に適合している共同住宅等の

用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場  
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 合  当該申請に係る１棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部

分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額（住戸以外の

部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額）  

  ア  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅  

 部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

  (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの  ３９，２００円  

（評価機関審査を受けた

場合にあっては、１２，２

００円）  

 (ｲ) 住宅の戸数が５戸以上のもの  ６６，５００円  

（評価機関審査を受けた

場合にあっては、２４，２

００円）  

  イ  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建

築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額  

  (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの  

３９，２００円  

（評価機関審査を受け た

場合にあっては、１２，２

００円）  

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの  

６６，５００円  

（評価機関審査を受けた

場合にあっては、２４，２

００円）  

 (5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を

申請する場合  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

 ア  基準省令第１０条第１号イ (1)及びロ (1)に適合している住宅以外の用

途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する

場合  次に掲げる当該申請に係る１棟の建築物又は複合建築物の非  
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 住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

 (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの  

２５９，０００円  

（判定機関審査を受けた

場合にあっては、１２，２  

００円）  

 (ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの  

３２４，０００円  

（判定機関審査を受けた

場合にあっては、２０，１

００円）  

  イ  基準省令第１０条第１号イ (2)及びロ (2)に適合している住宅以外の用

途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する

場合  次に掲げる当該申請に係る１棟の建築物又は複合建築物の非住

宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

  (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの  

１００，０００円  

（判定機関審査を受けた

場合にあっては、１２，２

００円）  

 (ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの  

１２６，０００円  

（判定機関審査を受けた

場合にあっては、２０，１

００円）  

 備考  

１  複合建築物（住宅の戸数が１戸のものに限る。）の全体の認定を申請す

る場合は、第１号及び第５号に規定する金額を合計した金額とする。  

２  複合建築物（住宅の戸数が１戸のものを除く。）の全体の認定を申請す

る場合は、第２号及び第５号、第３号及び第５号又は第４号及び第５号に

規定する金額を合計した金額とする。  

３  当該建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記載されて  
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 いる場合にあっては、同項に規定する申請建築物（以下この項及び次項に

おいて「申請建築物」という。）及び同条第３項に規定する他の建築物（次

項において「他の建築物」という。）のそれぞれについてこの項の規定に

より算定した金額を合計した金額とする。  

４  建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３０条第２項の

規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に建築物に

関する確認申請又は計画通知に係る手数料の項の規定により算定した金

額（申請建築物に係る手数料の金額に限る。）を加算した金額とする。  

５  建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料  

(1) 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変

更のみの場合  

１棟につき  １，０００円  

(2) 一戸建ての住宅又は複合建築物（住宅の戸数が１戸のものに限る。ア、

イ及びウにおいて同じ。）の住宅部分の変更認定を申請する場合  次に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額（評価機関審査を受けた

場合にあっては、７，０００円）  

 ア  イ及びウに掲げる場合以外の場合  次に掲げる当該申請の対象であ

る一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額  

 (ｱ ) 床面積の合計が２００平方メートル以

内のもの  

 ２３，８００円  

 (ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートルを

超えるもの  

２６，０００円  

イ  基準省令第１０条第２号イ (1)及びロ (2)又は同号イ (2)及びロ (1)に適

合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定

を申請する場合  次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又

は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額  

  (ｱ ) 床面積の合計が２００平方メートル以

内のもの  

１９，０００円  
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 (ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートルを

超えるもの  

 ２０，６００円  

ウ  基準省令第１０条第２号イ (2)及びロ (2)に適合している一戸建ての住

宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合  次に掲

げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分

の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

 (ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル以  １４，０００円  

 内のもの   

  (ｲ ) 床面積の合計が２００平方メートルを

超えるもの  

 １４，８００円  

(3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物（住宅の戸数が１戸

のものを除く。第４号及び第５号において同じ。）の住宅部分の変更認定

を申請する場合（第４号及び第５号に掲げる場合を除く。）  当該申請に

係る１棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに

定める金額にイに定める金額を加えた金額（住戸以外の部分を有さない建

築物又は基準省令第１４条第２項第２号に掲げる住宅にあっては、アに定

める金額）  

 ア  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅

部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

   (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの  ４６，０００円  

（評価機関審査 を受けた

場合にあっては、１２，２

００円）  

 (ｲ) 住宅の戸数が５戸以上のもの  ７８，１００円  

（評価機関審査を受けた

場合にあっては、２４，２

００円）  

 イ  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建

築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に  



１８ 

 

 定める金額  

  (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの  

４６，０００円  

（評価機関審査を受けた

場合にあっては、１２，２  

００円）  

 (ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの  

７８，１００円  

（評価機関審査を受けた

場合にあっては、２４，２

００円）  

 

(4) 基準省令第１０条第２号イ (1)及びロ (2)又は同号イ (2)及びロ (1)に適合

している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に

係る変更認定を申請する場合  当該申請に係る１棟の建築物の共同住宅

等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額

を加えた金額（住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める

金額）  

 ア  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅

部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

  (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの  ３６，２００円  

（評価機関審査を受けた

場合にあっては、１２，２

００円）  

 (ｲ) 住宅の戸数が５戸以上のもの  ６２，４００円  

（評価機関審査を受けた

場合にあっては、２４，２

００円）  

  イ  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建

築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額  

 



１９ 

 

  (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの  

３６，２００円  

（評価機関審査 を受けた

場合にあっては、１２，２

００円）  

 (ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを  ６２，４００円  

 超えるもの   （評価機関審査を受けた

場合にあっては、２４，２

００円）  

 (5) 基準省令第１０条第２号イ (2)及びロ (2)に適合している共同住宅等の

用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請す

る場合  当該申請に係る１棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住

宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額（住戸以

外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額）  

  ア  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅

部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

   (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの  ２５，４００円  

（評価機関審査を受けた

場合にあっては、１２，２

００円）  

 (ｲ) 住宅の戸数が５戸以上のもの  ４５，１００円  

（評価機関審査を受けた

場合にあっては、２４，２

００円）  

  イ  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建

築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額  

  (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの  

２５，４００円  

（評価機関審査を受けた



２０ 

 

 場合にあっては、１２，２

００円）  

 (ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの  

４５，１００円  

（評価機関審査 を受けた

場合にあっては、２４，２

００円）  

 (6) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認

定を申請する場合  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金

額  

  ア  基準省令第１０条第１号イ (1)及びロ (1)に適合している住宅以外の用

途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請

する場合  次に掲げる当該申請に係る１棟の建築物又は複合建築物の

非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

  (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの  

１３５，０００円  

（判定機関審査を受けた

場合にあっては、１２，２

００円）  

 (ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの  

１７２，０００円  

（判定機関審査を受けた

場合にあっては、２０，１

００円）  

  イ  基準省令第１０条第１号イ (2)及びロ (2)に適合している住宅以外の用

途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請

する場合  次に掲げる当該申請に係る１棟の建築物又は複合建築物の

非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額  

   (ｱ ) 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの  

５６，２００円  

（判定機関審査を受けた

場合にあっては、１２，２

００円）  



２１ 

 

   (ｲ ) 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの  

７３，６００円  

（判定機関審査を受けた

場合にあっては、２０，１

００円）  

 (7) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に新たな建築物を他の建築物

として記載して変更認定を申請する場合  前項（備考第３項及び備考第４  

 項を除く。）の規定の例により算定した金額  

 備考  

１  複合建築物（住宅の戸数が１戸のものに限る。）の全体の変更認定を申  

請する場合は、第２号及び第６号に規定する金額を合計した金額とする。 

２  複合建築物（住宅の戸数が１戸のものを除く。）の全体の変更認定を申

請する場合は、第３号及び第６号、第４号及び第６号又は第５号及び第６

号に規定する金額を合計した金額とする。  

３  当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記載さ

れている場合にあっては、当該計画の変更に係る建築物１棟ごとにこの項

の規定により算定した金額を合計した金額とする。  

４  建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３１条第２項に

おいて準用する同法第３０条第２項の規定による申出をする場合にあっ

ては、この項に規定する金額に建築物に関する確認申請又は計画通知に係

る手数料の項の規定により算定した金額（申請建築物に係る手数料の金額

に限る。）を加算した金額とする。  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置）  

２  この条例による改正後の岩見沢市手数料条例の規定は、施行日以後の申請

に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、な



２２ 

 

お従前の例による。  


